桑折町農地利用最適化推進委員募集要項

１　趣旨
桑折町農地利用最適化推進委員（以下「推進委員」という。）の任期満了に伴い、農業委員会委員と連携して担当区域ごとに活動する推進委員を以下のとおり募集します。

２　募集人員
１０人

３　応募資格
農地等の利用の最適化の推進に熱意と識見を有する者。
ただし、次のいずれかに該当する方には資格がありません。
(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(2) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(3) 桑折町に住所を有しない者
　(4) 桑折町の職員である者

４　任期
委嘱の日（令和８年７月２０日）から令和１１年７月１９日までの３年間
　　再任されることを妨げません。

５　任務
(1) 担い手への農地の集積・集約化、遊休農地の発生防止・解消などについて、担当区域における現場活動を行う。
　　・地域計画の見直し及び推進業務
　　・各地区の農家に対するアンケート等の調査業務
(2) 必要に応じて農業委員会総会に出席し、推進委員として意見を述べる。
(3) 農地パトロール及び農地利用状況調査を行う。
(4) 年数回開催される各種研修会や大会に参加する。

６　担当区域
	区域名
	定数
	区域名
	定数

	桑折
	1人
	上郡
	1人

	松原・成田
	2人
	南半田
	1人

	万正寺・平沢
	1人
	北半田
	1人

	伊達崎・下郡
	2人
	谷地
	1人


７　義務
推進委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはなりません。その職を退いた後も同様です。

８　報酬
年額１８２，４００円

９　募集期間
令和８年２月２０日（金）～令和８年３月１９日（木）
※募集の状況は、桑折町ホームページ等で公表します。

10　推薦・応募方法
推薦または応募とします。
推薦の場合は、農業者個人による推薦と農業者が組織する団体その他の関係者（以下「団体等」という。）による推薦の２通りがあります。
農業者個人による推薦の場合は、町内に住所を有する農業者３名以上の連名による推薦になります。「桑折町農地利用最適化推進委員候補者推薦書（個人用）（第１号様式）」に必要事項を明記し、推薦者及び被推薦者欄に自署のうえ提出してください。
団体等による推薦の場合は、「桑折町農地利用最適化推進委員候補者推薦書（団体用）（第２号様式）」に必要事項を明記し、団体等の長の氏名を自署のうえ提出してください。
応募の場合は、「桑折町農地利用最適化推進委員候補者応募申込書（第３号様式）」に必要事項を明記し、自署のうえ提出してください。

11　推薦・応募用紙
桑折町産業振興課及び桑折町農業委員会事務局に備え付けています。
桑折町ホームページからダウンロードすることもできます。

12　提出方法と提出先
桑折町産業振興課または桑折町農業委員会事務局に、持参または郵送してください。
持参の場合は、午前８時３０分から午後５時１５分まで受け付けます。
※土日祝日は除きます。
郵送の場合は、令和８年３月１９日（木）の消印を有効とします。

13　委嘱
提出していだたいた推薦書または応募申込書により、推進委員候補者となった者については、桑折町農業委員会総会により承認を得られた場合、農業委員会が担当区域を指定して推進委員を委嘱します。

14　その他
提出された書類等は、選考のために使用し、それ以外の目的に使用しません。
提出された書類等は、理由の如何にかかわらず返却しません。
提出された書類等に、虚偽の記載があることが判明した場合は、推進委員就任後であっても任命を取り消す場合があります。

15　問い合わせ先
桑折町産業振興課、桑折町農業委員会事務局
〒９６９－１６９２　桑折町大字谷地字道下２２番地７
電話：０２４－５８２－２１２６（直通）
[bookmark: _Hlk124407482]Mail：sangyoshinko＠town.koori.fukushima.jp
